
 

第８５３回 小浜市教育委員会 
 

                                          と き：令和 5年 3月 17日（金） 

                                                      午後 3時 30分～ 

                      ところ：小浜市役所 4階 401会議室 

 

 

 

 

                    

１．会議録 第８５２回の承認 

 

 

２．報 告 

報告第５号 諸般の報告 R5. 2.17～R5. 3.16 

        行 事 予 定 R5. 3.17～R5. 4.30 (P1～P4) 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

 

 

３．議 案 

 議案第９号 小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部改正に

ついて（P5～P15） 

【教育総務課】 

 議案第１０号 小浜市コミュニティーセンターの設置および管理に関する条例の制定

に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について（P16～P20） 

【生涯学習スポーツ課】 

 議案第１１号 小浜市教育委員会事務局に属する出先機関に勤務する職員の勤務時間

の特例に関する規程の一部改正について（P21～P25） 

【生涯学習スポーツ課】 

 

 

４．教育長報告 

 

 

５．その他 



 

 



 （２月１７日 ～３月１６日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

2月17日（金） 庁内 令和４年度小浜市教育委員会表彰式 教育長・全委員

2月17日（金） 庁内 【第852回定例教育委員会】 教育長・全委員

2月20日（月） 議場 【小浜市議会３月定例会　開会】（3.22まで　会期31日間） 教育長ほか職員

2月27日（月） オンライン 令和４年度第４回校長会
教育長、上田職務代
理者

3月2日（火） 庁内 奈良市お水送り親善使節団表敬訪問
市長、副市長、教育
長

3月6日（月） 庁内 令和５年度採用小浜市奨学資金貸付選考委員会
上田職務代理者・村
上委員

3月15日（水）
　 16日（木）

議場 【小浜市議会3月定例会　一般質問】 教育長、職員

教育長

上田職務代理者

3月13日（月） 村上委員

3月14日（火） 上田職務代理者

3月15日（水） 桂田委員

桂田委員

上田職務代理者

村上委員

坂下委員

坂下委員

教育長

3月17日（金）

西津小学校　　　卒業式　午前９時開式

口名田小学校　　卒業式　午前９時開式

小浜美郷小学校　卒業式　午前９時開式

小浜小学校　　　卒業式　午前９時開式

3月16日（木）

加斗小学校　　　卒業式　午前９時開式

内外海小学校　　卒業式　午前９時開式

今富小学校　　　卒業式　午前９時開式

中名田小学校　　卒業式　午前９時開式

諸　般　の　報　告

学校行事

3月10日（金）

小浜第二中学校　卒業式　午前９時開式

小浜中学校　　　卒業式　午前９時３０分開式

雲浜小学校　　　卒業式　午前９時開式

1



 （３月１７日 ～ ４月３０日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

3月17日（金） 庁内 【第853回定例教育委員会】 教育長、全委員

3月22日（水） 庁内 令和４年度小浜市食育推進会議
市長、教育長ほか職
員

3月22日（水） 議場 【小浜市議会３月定例会　委員長報告・採決】 教育長他職員

3月28日（火） 庁内 学校教育への寄附に対する感謝状贈呈式
市長、教育長ほか職
員

3月30日（木） 文化会館 退職教職員感謝状贈呈式 市長・教育長他職員

3月30日（木） 庁内 ＦＭ福井防犯ブザー贈呈式 市長・教育長

3月31日（金） 文化会館 市職員退職者辞令交付式 教育長ほか職員

4月3日（月） 働く婦人の家 市職員辞令交付式 市長・教育長

4月3日（月） 働く婦人の家 教育委員会会計年度任用職員辞令交付式 教育長

4月4日（火） 文化会館 市校長会・教頭会
教育長・上田職務代
理者

4月17日（月） 庁内 【第854回定例教育委員会】 教育長、全委員

4月20日（木）
4月21日（金）

富山県
射水市

第３３回東海北陸都市教育長協議会定期総会 教育長

行　事　予　定
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 （２月１７日 ～３月１６日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

 2月18日（土） 市民体育館 第9回市民スティックリング大会 職員

2月25日（土）
2月26日（日）

チャンネルО
番組放映

小浜市連合婦人会主催「婦人のつどいテレビ講演会」
人権講演会 講師　若宮正子　氏
　「私は創造的でありたい　～人生に「もう遅いはない」～」

3月 4日（土） 中央公民館
家庭教育講演会　講師　吉弘淳一　氏
　「親のストレスマネジメントについて」

職員

3月 4日（土） 文化会館 それいけ音楽会（文芸おばま事業） 職員

3月 5日（日） 市武道館 第54回小浜市剣道大会 教育長、職員

   3月12日（日） 旭座 第17回旭座上方落語会 職員

諸　般　の　報　告
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 （３月１７日 ～ ４月３０日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

3月26日（日） 青少年自然の家 スプリングキャンプ（子ども会主催） 職員

4月16日（日）
小浜美郷小

グラウンドほか
第40回OBAMA若狭マラソン大会 市長、教育長、職員

行　事　予　定
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 議案第９号 

 

   小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部改正に

ついて 

 

小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する

訓令の制定について承認を求める。 

 

令和５年３月１７日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正

する訓令 

 

小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成２３年教育

委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「準要保護児童生徒就学援助認定申請書（様式第１号）および準要

保護児童生徒就学援助事業にかかる収入額・需要額調書（様式第２号）に、」を

「就学援助費受給申請書（様式第１号）に、必要に応じて」に、「準要保護児童

生徒就学援助（新入学児童生徒学用品費）認定申請書（様式第３号）に必要書

類を添えて」を「就学援助費（新入学児童生徒学用品費）受給申請書（様式第

２号）に必要に応じて世帯全員の所得に関する証明書を添えて」に改める。 

様式第１号および様式第２号を、次のように改める。 

  



7 
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 様式第３号を削る。 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  内  容  要  点 

 

議案第９号 小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令について 

 

１）改正理由 

  就学援助費支給手続きの簡略化を図るため、就学援助費を受けようとする児童生徒の保護者が作成する申請

書様式および提出書類の変更をするもの。 

 

２）内容 

  小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成２３年教育委員会訓令第３号）の一部を次

のように改正する。 

【改正後・現行比較】 

改正後 現行 

（申請の手続） （申請の手続） 

第８条 援助費の支給を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、就学援助費受給申請書（様式第１号）

に、必要に応じて世帯全員の所得に関する証明書を添

え、                       

                児童または生徒

が在学する学校長を経由して、教育委員会に申請しな

ければならない。ただし、第６条第１項第３号の費用

にかかる就学援助を受けようとする者は、就学援助費

（新入学児童生徒学用品費）受給申請書（様式第２号）

に、必要に応じて世帯全員の所得に関する証明書を添

第８条 援助費の支給を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、準要保護児童生徒就学援助認定申請

書（様式第１号）および準要保護児童生徒就学援助事

業にかかる収入額・需要額調書（様式第２号）に、世

帯全員の所得に関する証明書を添え、児童または生徒

が在学する学校長を経由して、教育委員会に申請しな

ければならない。ただし、第６条第１項第３号の費用

にかかる就学援助を受けようとする者は、準要保護児

童生徒就学援助（新入学児童生徒学用品費）認定申請

書（様式第３号）に、必要書類を添えて      
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えて、別に定める指定期間内に教育委員会に提出しな

ければならない。要保護者については、この限りでは

ない。 

  、別に定める指定期間内に教育委員会に提出しな

ければならない。要保護者については、この限りでは

ない。 
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（削除） 
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３）附則 

  施行日／令和５年４月１日 
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 議案第１０号 

 

小浜市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例の制定に伴う関

係規則の整理に関する規則の制定について 

 

 

小浜市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例の制定に伴う関係規

則の整理に関する規則の制定について承認を求める。 

 

令和５年３月１７日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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小浜市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例の制定に伴う関

係規則の整理に関する規則 

 

（小浜市スポーツ推進委員会規則の一部改正） 

第１条 小浜市スポーツ推進委員会規則（昭和３７年教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「ならびに公民館」を削る。 

（小浜市教育委員会事務局処務規則の一部改正） 

第２条 小浜市教育委員会事務局処務規則（昭和２９年教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

第５条中第１５号を削り、第１６号を第１５号とし、同条第１７号から第２１号

までを１号ずつ繰り上げる。 

（小浜市青少年愛護センター設置規則の一部改正） 

第３条 小浜市青少年愛護センター設置規則（昭和４０年教育委員会規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

第１条第２項中「小浜市中央公民館内」を「小浜市役所生涯学習スポーツ課内」

に改める。 

（小浜市立図書館設置条例施行規則の一部改正） 

第４条 小浜市立図書館設置条例施行規則（昭和３４年教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「公民館」を「コミュニティセンター」に改める。 

（小浜市公民館運営審議会設置規則等の廃止） 

第５条 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 小浜市公民館運営審議会設置規則（昭和３９年教育委員会規則第６号） 

(2) 小浜市公民館管理運営に関する規則（昭和４５年教育委員会規則第４号） 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  内  容  要  点 

 

議案第１０号 小浜市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例の制定に伴う関係規則の改正等に関

する規則について 

 

１）改正理由 

  小浜市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例（令和 4 年小浜市条例第 12 号）の制定に伴い、

関係する規則に関して所要の改正等を行うもの。 

 

２）内容 

 小浜市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例の制定に伴う関係規則の一部を次のように改正す

る。 

【改正後・現行比較】 

改正後 現行 

第１条 （小浜市スポーツ推進委員会規則の一部改

正） 

（事業） 

 

 

（事業） 

第４条 委員会は第１条の目的を達成するために次

の事業を行う。 

第４条 委員会は第１条の目的を達成するために次

の事業を行う。 

(1) 市および市教育委員会              の行

う体育事業に協力する。 

(1) 市および市教育委員会ならびに公民館の行

う体育事業に協力する。 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

 

第２条 （小浜市教育委員会事務局処務規則の一部
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改正） 

第５条 生涯学習スポーツ課においては、次の事務

をつかさどる。 

(1)～(14) （略） 

（削除） 

(15) 青少年愛護センターに関すること。 

(16) はたちのつどいに関すること。 

(17) 人権教育・啓発に関すること。 

(18) その他社会教育に関すること。 

(19) その他社会体育に関すること。 

(20) 文化文芸振興に関すること。 

 

第３条 （小浜市青少年愛護センター設置規則の一

部改正） 

（名称および目的） 

 

第５条 生涯学習スポーツ課においては、次の事

務をつかさどる。 

(1)～(14) （略） 

(15) 公民館に関すること。 

(16) 青少年愛護センターに関すること。 

(17) はたちのつどいに関すること。 

(18) 人権教育・啓発に関すること。 

(19) その他社会教育に関すること。 

(20) その他社会体育に関すること。 

(21) 文化文芸振興に関すること。 

 

 

 

（名称および目的） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

２ 愛護センターの事務局は、小浜市役所生涯学習

スポーツ課内に置く。 

２ 愛護センターの事務局は、小浜市中央公民館内

            に置く。 

第４条 （小浜市立図書館設置条例施行規則の一部

改正） 

 

（貸出文庫） （貸出文庫） 

第９条 本市に所在する官公署、コミュニティセン

ター、社会教育団体または館長が適当と認めた団

第９条 本市に所在する官公署、公民館          

    、社会教育団体または館長が適当と認めた団
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体の長からの希望により図書館において編成した

文庫を貸付けることができる。 

体の長からの希望により図書館において編成した

文庫を貸付けることができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

（小浜市公民館運営審議会設置規則等の廃止） 

第5条 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 小浜市公民館運営審議会設置規則（昭和３９年教育委員会規則第６号） 

(2) 小浜市公民館管理運営に関する規則（昭和４５年教育委員会規則第４号） 

 

 ３）附則 

  施行日／令和５年４月１日 
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 議案第１１号 

 

小浜市教育委員会事務局に属する出先機関に勤務する職員の勤務時間 

の特例に関する規程の一部改正について 

 

 

小浜市教育委員会事務局に属する出先機関に勤務する職員の勤務時間の特例

に関する規程の一部を改正する訓令の制定について承認を求める。 

 

令和５年３月１７日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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小浜市教育委員会事務局に属する出先機関に勤務する職員の勤務時間 

の特例に関する規程の一部を改正する訓令 

  

小浜市教育委員会事務局に属する出先機関に勤務する職員の勤務時間の特例

に関する規程（昭和５２年教育委員会訓令第１号）の一部を次のように 

改正する。 

第２条中「出先機関」を「前条の対象となる出先機関」に改め、同条第１

号から第５号までを削り、第６号を第１号とし、第７号を第２号とし、第８号

を削る。 

第４条を削る。 

第５条中「日曜日」を「日曜日および土曜日」に改め、「および第４条の

規定により翌週に相当時間の勤務を免じた職員ならびに前条の規定により翌日

の出勤時刻を遅らせることを承認した職員」を削り、同条を第４条とする。 

第６条を第５条とする。 

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  内  容  要  点 

 

議案第１１号 小浜市教育委員会事務局に属する出先機関に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規程の一部

改正について 

１）改正理由 

  小浜市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例（令和 4 年小浜市条例第 12 号）の制定に伴い、

所要の改正を行うもの。 

 

２）内容 

 小浜市教育委員会事務局に属する出先機関に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規程（昭和52年教育委員

会訓令第1号）の一部改正 

【改正後・現行比較】 

改正後 現行 

（趣旨） 

第１条 小浜市教育委員会事務局に属する出先機関

に勤務する職員の勤務時間については、小浜市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年小浜

市条例第１号）および小浜市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例施行規則（平成７年小浜市規則第

７号）によるほか、この規程の定めるところによ

る。 

（出先機関） 

（趣旨） 

第１条 小浜市教育委員会事務局に属する出先機関

に勤務する職員の勤務時間については、小浜市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年小浜

市条例第１号）および小浜市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例施行規則（平成７年小浜市規則第

７号）によるほか、この規程の定めるところによ

る。 

（出先機関） 

第２条 前条の対象となる出先機関とは、次に掲げ

る機関をいう。 

第２条                 出先機関とは、次に掲げ

る機関をいう。 
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（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

(1) 文化会館 

(2) 図書館 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（超過勤務手当の支給制限） 

第４条 第３条の規定により日曜日および土曜日を

振替えた場合に勤務した職員                  

                                            

                                            

                については、この対応する勤務

時間内における勤務に対しては、超過勤務手当を

支給しない。 

（補則） 

第５条 （略） 

(1) 公民館 

(2) 青少年愛護センター 

(3) 若狭ふれあいセンター 

(4) 遠敷交流センター 

(5) 勤労者体育センター（野球場） 

(6) 文化会館 

(7) 図書館 

(8) 小浜市総合運動場 

（勤務時間外に勤務した者の翌日の出勤時刻） 

第４条 公民館に勤務する職員に対し、所属長が常

時、正規の勤務時間を超えて、関係規定に定める閉

館時刻の間まで勤務を命じた場合は、特別の場合

を除き、教育長の指示に基づき、翌日の勤務時間の

中で３時間４５分を限度に出勤時刻を遅らせるこ

とを承認することができる。 

（超過勤務手当の支給制限） 

第５条 第３条の規定により日曜日      を

振替えた場合に勤務した職員および第４条の規定

により翌週に相当時間の勤務を免じた職員ならび

に前条の規定により翌日の出勤時刻を遅らせるこ

とを承認した職員については、この対応する勤務

時間内における勤務に対しては、超過勤務手当を

支給しない。 

（補則） 

第６条 （略） 
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 ３）附則 

  施行日／令和５年４月１日 


